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3１．経緯

 第76回制度設計専門会合(2022年8月30日)において、需給ひっ迫時における電源Ⅲの追加可能な発
電余力の把握が課題と認識されました。

 それを受け第79回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会(2022年11月22日)において、広域
機関より、電源Ⅲを取り扱う事業者の皆様へ、追加発電余力の情報収集に着手することをアナウンスさせて
いただいております。

 現在、非調整電源(電源Ⅲ)については、発電計画を提出していただいておりますが、需給状況に応じた追加
発電可能な余力については把握できていません。このような電源に対応を求める場合や、需給管理上の判断
を行う上でも、まずは追加発電可能な余力について把握する仕組みを構築することが第一歩となります。

第76回制度設計専門会合 資料6 https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/076_06_00.pdf
第79回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料4 https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_79_04.pdf



4２．対応方法

 発電販売計画には「発電上限値」を入力する欄が有り、記
載要領にて「発電可能上限を記載」としており、調整電源
（電源Ⅰ、Ⅱ)および自然変動電源（太陽光・風力)につ
いては、詳細な入力方法について指定しておりますが、非調
整電源（電源Ⅲ）については、詳細な入力方法の指定を
しておりません。

 このため、事業者さまにより様々な値(設備定格値や発電
計画値等)が入力されている状況です。

 上記の「発電上限値」に事業者さまに「設備制約や燃料等
を考慮した市場等へ拠出可能な上限値」を入力していただ
くことで、広域機関において余力把握が可能となると考えて
おります。

今冬に向けた非調整電源(電源Ⅲ)の余力把握方法と
して下記の方法とさせていただきたいと考えております。



5３．発電上限に入力いただく値（１／２）

「設備制約や燃料等を考慮した市場等へ拠出可能な上限値」とは、
・発電計画の提出者が自ら発電出力を調整できる場合は、設備制約や燃料等を考慮した出力の上限

・発電計画の提出者が契約に基づき他社の電気を受電している場合は契約上の最大受電量 とします。

 当日の計画変更提出時は、発電上限の変更もお願いします。

※なお、2024年度以降の発電上限値の考え方は容量市場のリクワイメント等を考慮して整理中ですので、今回、お願いします

上限値の適用は~2023年度までとさせていただきます。

 今回、事業者さまに入力いただく発電上限については下記のとおりです。

送電端
最大
出力

発電予定

市場等への
販売可能量

物理的
販売不可分

発電
計画値

発電
余力

発電上限

＜発電上限値の考え方(自ら発電出力を調整できる場合）＞

発電余力 :発電上限ー発電計画
発電計画値 :現時点で市場等へ販売予定の計画値
市場等への販売可能量:市場等で売り先があれば販売可能な量
物理的販売不可分 :設備制約等により供給できない量



6３．発電上限に入力いただく値（２／２）

 複数の小売電気事業者等と相対契約を結ばれており、発電販売計画の内訳を同一の系統コードで分けて入
力する場合は、上限値の合計が適切な上限値となるように留意願います。※余力把握時にダブルカウントとなる
ため注意願います。

発電機の立上げが必要な場合（当日計画を6時に変更提出する例）

6時 12時

発電上限
[kWh]

時
刻

立上げ準備時間

立上げ時間

0

1000

計画変更提出

 発電機の立上げが必要な場合は、計画提出時点から左記の時間を考慮して記載願います。

発電上限 :10,000kWh
発電計画値: 8,000kWh

発電上限 : 5,000kWh
発電計画値: 3,000kWh

A発電所○号発電機
:系統コード(XXXXX)

発電上限 : 5,000kWh
発電計画値: 5,000kWh

発電契約者A 発電販売計画
:系統コード(XXXXX)

発電契約者B 発電販売計画
:系統コード(XXXXX)

実際の発電上限 発電販売計画の入力値

発電上限の合計値
が実際の発電上限
となるように入力

×両方に10,000kWhを入力しない

時刻 ~6:00 6:00~9:00 9:00~12:00 12:00~

発電上限 0kwh 0kwh 発電計画値又は立上げカーブに沿った出力 1000kWh



7（参考）非調整電源以外の発電上限値について

 なお、調整電源および自然変動電源（太陽光・風力）の発電上限値については運用に変更ござい
ません。

 今一度「発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）記載要領」をご
確認いただき、引き続き適切な発電上限値の入力をお願いいたします。

発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）記載要領 P18抜粋



8（参考）非調整電源の発電下限について

 発電計画に記載する非調整電源の発電下限については、一般送配電事業者において優先給電
ルールに基づく出力抑制を実施する際、自然変動電源の抑制量の算出に利用されます。

 すでに当機関HPでご案内いたしておりますが、改めて内容についてご確認をお願いします。

電源Ⅲの発電下限に記入する値、および優先給電ルールに基づく出力抑制時の発電計画の提出の取扱いについて
https://www.occto.or.jp/occtosystem2/kisaiyouryou/170908_dengen3_hatsudenkagen_yusenkyuden.html



9４．今後のスケジュール、その他

 今回のお願いは、現状のルールに則たもののため、速やかに対応をお願いいたします。
なお、個社により計画提出するシステムの改修等が必要となる場合もあるかと思いますので、その場
合は可能な限り速やかに対応願います。

 週間～年間計画も同様の考え方としますのでよろしくお願いいたします。

 また、発電下限につきましても、下げ余力が厳しい際の余力把握に必要となるため、記載要領に基
づき適切に入力いただくようお願いします。
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【Q-1】翌日計画提出時に発電予定のない(起動していない)発電機の上限値は、どのように入力すれば良いでしょうか。
【A-1】翌日計画提出時点から、発電機を起動して各時刻で出力可能な上限値を入力ください。

【Q-2】週間~年間計画の上限値の入力はどのようにすれば良いでしょうか。
【A-2】翌日・当日計画と同様の考え方で、拠出可能な発電上限値を入力ください。

【Q-3】発電計画の上限値に正確な値が入力できない場合どのような問題があるか。また、ペナルティはあるのか。
【A-3】需給ひっ迫時の余力把握が正確に行えないため、可能な限り正確な上限値の入力をお願いします。

ただし、現状のルールではペナルティはありません。

【Q-4】システム対応が必要となるため、対応できるまでに時間がかかるが、冬季を過ぎた場合も対応は必要か。また、シ
ステム対応の費用負担等はしていただけるのか。

【A-4】現状のルールどおり、発電上限値を入力いただく対応となりますので、冬季に間に合わなくても対応いただきます。
また、システム対応にかかる費用の国や広域機関での負担はありません。

５．FAQ・問合せ先

 お問合せ先: 広域機関説明会窓口

 電子メールアドレス:implicit_setsumeikai@occto.or.jp


